
議案第５１号 

 

新座市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改

正する条例 

 

 （新座市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第１条 新座市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年新

座市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下この条において、改正前の欄にあっては「改

正部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次

のとおりとする。 

⑴ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑵ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部

分を当該改正後部分に改める。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

  

（扶養手当） 

第５条 ［略］ 

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者

で他に生計の途がなく主としてその職員の扶

養を受けている者を扶養親族とする。 

 

 

⑴ ［略］ 

⑵ ［略］ 

⑶ ［略］ 

⑷ ［略］ 

⑸ ［略］ 

 

（管理職員特別勤務手当） 

第１１条の２ ［略］ 

２ 前項に規定する場合のほか、同項に規定す

る職員が、災害への対処その他の臨時又は緊

急の必要により午後１０時から翌日の午前５

時までの間（週休日又は休日に含まれる時間

を除く。）であつて正規の勤務時間以外の時

間に勤務をした場合は、当該職員には、管理

職員特別勤務手当を支給する。 

 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適

用除外） 

第１７条 第５条の規定は、定年前再任用短時

（扶養手当） 

第５条 ［略］ 

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者

で他に生計の途がなく主としてその職員の扶

養を受けている者を扶養親族とする。 

⑴ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にあるものを含む。） 

⑵ ［略］ 

⑶ ［略］ 

⑷ ［略］ 

⑸ ［略］ 

⑹ ［略］ 

 

（管理職員特別勤務手当） 

第１１条の２ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適

用除外） 

第１７条 第５条及び第５条の３の規定は、定



間勤務職員（地方公務員法第２２条の４第１

項の規定により採用された職員をいう。）に

は適用しない。 

年前再任用短時間勤務職員（地方公務員法第

２２条の４第１項の規定により採用された職

員をいう。）には適用しない。 

  

（新座市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正） 

第２条 新座市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４

年新座市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分については、当該表示部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

  

附 則 

（新座市水道企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２０条 新座市水道企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例第５条の規定は、暫定再

任用職員には適用しない。 

附 則 

（新座市水道企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２０条 新座市水道企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例第５条及び第５条の３の

規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

  

   附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間における第１条の規定に

よる改正後の新座市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第５条の

規定の適用については、同条第１項中「支給する」とあるのは「支給する。た

だし、次項第６号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、管理者が定める職員

に対しては、支給しない」と、同条第２項中「⑸ 心身に著しい障がいがある 

者」とあるのは 
「⑸ 心身に著しい障がいがある者 

⑹ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に 

 

あるものを含む。）」 
とする。 

 

 

  令和７年３月２１日提出 

 

新座市長 並 木  傑 

 

 

   提 案 理 由 

扶養手当の支給に係る扶養親族及び管理職員特別勤務手当の支給要件を改める

とともに、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に住居手当を支給し

たいので、この案を提出するものである。 


